
日時：令和８年２月26日（木曜日）

午前11時00分開始

１ 開会

２ 座長挨拶

３ 報告事項

（1）下水道局におけるコンプライアンス推進の取組について

（2）東京都下水道サービス（株）（TGS）におけるコンプライアンス

推進の取組について

（3）東京下水道エネルギー（株）（TSE)におけるコンプライアンス

推進の取組について

４ その他意見交換

５ 閉会

令和７年度 第２回コンプライアンス推進に関する連絡会議



１ 下水道局における取組（1/5)

委員会名 内容・実施状況 実施時期

東京都コンプライ
アンス推進委員会

令和７年度の東京都コンプライアンス推進計
画及び重点テーマ等について審議・決定

5月16日

第１回 下水道局 
委員会

令和７年度の局コンプライアンス推進計画及
び局内部統制実施計画について審議

6月20日

第２回 下水道局
委員会

各部所の取組内容などの報告
TGS、TSEの取組内容の報告

2月13日

〇  下水道局コンプライアンス推進委員会の開催
 下水道局コンプライアンス推進委員会を開催し、推進計画の
策定及び進捗状況の確認を実施



取組内容 内容・実施状況 実施時期

10分間ミーティング
を活用した職場討議

各職場の実情に応じたテーマを設定し、職場
討議を行った。

5月

コンプライアンス推
進に係る自己点検の
実施

18の設問の自己点検シートにより、コンプラ
イアンスに係る理解度を確認した。

8月～9月

コンプライアンス推
進研修の実施

コンプラ推進計画や重点テーマに加え、汚職
等非行の事例や、ハラスメント等幅広い内容
についてポイントを絞って研修を実施した。

9月～2月

リーディング型研修
の実施

管理監督職、一般職員の別に、受講用テキス
トによる研修のほか、選択問題（10題）、記
述式問題（１題）に回答。全庁共通の内容に、
下水道局の規程等を追加して実施した。

11月～12月

〇  汚職等非行防止の取組・コンプラ意識強化に向けた研修の充実 
 職場討議や自己点検、研修等を実施し、職員一人一人のコンプラ

イアンス意識を啓発した。

１ 下水道局における取組（2/5)



〇 コンプライアンス推進月間の実施
コンプライアンス推進月間を11月に設定し、全庁の取組内容

のほか、局独自の取組内容も加えて実施した。

１ 下水道局における取組（3/5)

取組内容 内容・実施状況

全
庁
の
取
組

職場討議 〇重大事故防止の観点や全庁重点テーマを踏まえた事例を設定し、
具体的な場面において、どのような行動をとるべきなのかを
各担当内で討議した。

〇討議結果に対して、管理職のフィードバックを行うことで、課
題や解決策への職員の理解促進や、共通認識の形成等を図った。

厳格管理情報の取
扱状況点検

○全課において、フォルダのアクセス権限やファイルへのパス
ワード設定状況など、厳格管理情報を含む電子ファイルの管理状
況を確認した。

局
独
自
の
取
組

コンプラハンド
ブックを踏まえた
職場討議

〇「下水道局コンプライアンス推進ハンドブック」第２編の各項
目について実施状況等を意見交換し、気付いた点や見直しが必
要な点を提案・議論した。

共用保管庫の自己
点検

〇共用保管庫を設置している全部所において、所管課長が設計書
等の管理状況を確認した。



〇 各部所の実情に応じた重点テーマに基づく取組
令和７年度の都コンプライアンス推進計画の重点テーマである

「積極的なコミュニケーション～前向きな「おせっかい」「聞きた
がり」のススメ」について、開催方法を工夫したミーティングを実
施したり、管理監督者から積極的に声掛けを行うなどして、重点
テーマの目的達成に向けた取組を実施した。

１ 下水道局における取組（4/5)



〇 ルールの見つめ直し
各部所が所管する業務の根拠となる条例、規程やルール（要

綱・通知等）などについて、現在の業務環境に照らして妥当か
どうかなどの見つめ直しを実施した。

所管するルール（要綱・通知・手引き・マニュアル・チェッ
クリスト・様式の記入例など）について、

「デジタル化等の新しいツールや職場環境の変化を踏まえて、
妥当か。」
「現在行っている事務手続で、所管ルールに反映されていない
ものはないか。」
「事務処理の正確性の確保・質の向上につながるような改善事
項はないか。」
などの観点から見つめ直し、必要な改正等を行った。
→ 局内で９１件のルール等の見直しを行った。

１ 下水道局における取組（5/5)



コンプライアンス基本方針の趣旨を踏まえて年度計画を策定
し、社員研修や、業務監査による業務の適正な執行の検証等を
行ったほか、１１月をコンプラ推進月間とし、コンプライアン
ス意識の充実強化を図るための取組を実施した。

【主な取組内容】
・コンプライアンス委員会の開催
・コンプライアンス研修の実施
・情報セキュリティ研修、ハラスメント研修及び個人情報保護研修の実施
・業務監査の実施
・服務監査の実施
・コンプライアンス推進月間の取組
・ハラスメント相談窓口の設置 等

【東京都下水道サービス株式会社コンプライアンス基本方針（抄）】
法令等を遵守し、下水道サービスを向上させるとともに、人権尊重、社会貢献、

地球環境の保持等について社会的責任を果たしつつ、安定的かつ着実に成長してい
くためには、社員一人ひとりが誇りと信念を持って日々の仕事に取り組むことが大
切です。

２ 東京都下水道サービス㈱（TGS）における取組



２０２５年度コンプライアンス実施計画に基づき、コンプラ
イアンス関係規程類の見直しを進めるとともに、社内研修を
行ったほか、適正な記録管理などの取組を実施した。

【２０２５年度コンプライアンス実施計画（抄）】
以下の二点を基本方針として掲げ、全社員がコンプライアンス意識の向上に努め

ていく。
（１）法令や社内規程を遵守するだけでなく、各取組を進める過程で当社の既存社
内ルールとの乖離等に気づいた場合には、その状況を放置せず、会社全体で見直
し・修正を行うことでリスク管理を徹底し、新しい規範として定着させる。
（２） これらの取組に基づく事業運営および社員一人ひとりの行動において、社会
的な違和感や非難を受けることのないよう、十分な説明責任を果たしていく。

【主な取組内容】
・コンプライアンス関係規程等の改定
・コンプライアンス研修の実施
・適正な記録管理
・下水道局との連携
・社内会議等を活用した情報共有
・コミュニケーションの活性化

３ 東京下水道エネルギー㈱（TSE）における取組
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